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〇越谷市道路照明灯設置基準 

令和６年４月１日 

 

（目的） 

第１条 本基準は、越谷市の道路管理者が道路照明灯の設置及び管理に関

し必要な事項を定めることにより、その適正な運用を図り、もって夜間

交通の安全に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 本基準において「道路照明灯」とは、夜間の道路交通の安全性向

上等を目的に、道路管理者が設置及び管理する照明灯をいう。 

（対象道路） 

第３条 道路照明灯の設置対象道路は、越谷市認定道路（以下「公道」と

いう。）とする。 

（設置者） 

第４条 道路照明灯は、交通状況や周辺の状況を総合的に勘案して道路管

理者が設置する。 

２ 開発行為等において道路照明灯が必要と判断される場合は、原因者が

設置する。 

３ 個人が道路照明灯を道水路等に設置することは認めない。 

（設置要望） 

第５条 道路照明灯の設置を要望する場合は、原則として自治会長等を通

じて、道路照明灯設置要望書（第１号様式）を提出するものとする。ま

た光 害
ひかりがい

を考慮し設置要望箇所の周辺関係者から設置の承諾を得る必要

があることから、道路照明灯の設置に対する承諾書（第２号様式）も併

せて提出するものとする。 

（設置箇所） 

第６条 道路照明灯は、次に掲げる条件を満たし、交通状況を鑑みて交通
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事故の発生する恐れの多い箇所又は道路照明灯を設置することにより

事故の減少が図れる箇所等に優先的に設置する。ただし、道路管理者が

特に必要と認める箇所については、この限りでない。 

 ⑴ 不特定多数の人が利用する道路であること 

 ⑵ 周辺関係者の承諾が得られる場所であること 

 ⑶ 通行者の安全を確保する必要がある場所であること 

 （設置制限箇所） 

第７条 次に掲げる箇所には、道路照明灯を設置しないものとする。 

 ⑴ 私道内及び私道出口 

 ⑵ 袋小路内及び袋小路出口（行き止まり道路） 

 ⑶ 周辺施設の照明により良好な視環境が確保されている場所 

 ⑷ 私有地の出入口や交通の支障になる場所等、物理的に設置が困難な

場所 

（設置基準） 

第８条 直線道路における連続照明の設置間隔に係る基準は、次に掲げる

とおりとする。なお、夜間において各箇所に必要な照明効果が、他の照

明施設等により十分に得られる場合は、この限りでない。 

 ⑴ 市街化区域は、約６０ｍに１基とする。 

 ⑵ 市街化調整区域は、約９０ｍに１基とする。ただし、住宅密集区域

においては、現地の状況を勘案し、設置を検討する。 

 ⑶ 小、中学校の通学路等においては、現地の状況を勘案し、設置を検

討する。 

 ⑷ 沿道公共施設（公園、公共建物等）の照明施設を考慮し、効率的な

設置を検討する。 

 ⑸ その他、道路管理者が必要と判断した場合は、現場の状況等に応じ

て設置を検討する。 

（設置の形態等） 
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第９条 照明灯具は、原則ＬＥＤ（発光ダイオード）灯具とする。 

２ 設置にあたっては、他施設等への共架を原則とし、それが困難な場合

は単独柱として設置する。他施設に共架する場合には、当該施設所有者

の許可を得て設置するものとし、単独柱を設置する場合には、原則、公

道の敷地内に設置する。 

（銘板の設置） 

第１０条 道路照明灯を設置した場合は、道路照明灯番号及び管理者が越

谷市である旨を示す銘板を設置する。 

（移設及び撤去等） 

第１１条 既設の道路照明灯等が隣接地の改修等により通行に支障をき

たす場合は、移設を基本とし、これが困難な場合には撤去とする。なお、

移設は原因者が行うこととし、移設位置については、道路管理者と協議

のうえ決定する。 

２ 前項に係る協議の際は、原則３０日前までに道路照明灯移設・撤去等

許可申請書（第３号様式）に必要書類を添えて提出する。 

３ 道路管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、審査を行い、

許可をするときは道路照明灯移設・撤去等許可書（第４号様式）により

申請者又はその代理人に通知する。 

４ 移設等の許可を受けた者は、工事完了後、道路照明灯移設・撤去等完

了報告書（第５号様式）に必要書類を添えて、道路管理者に報告を行う。 

（維持管理） 

第１２条 道路管理者は、良好な視環境を確保するため、道路照明灯の点

検、補修により、その機能の低下や損傷を把握するとともに、所要の機

能を十分発揮できるよう適切な維持管理を行う。 

（賠償） 

第１３条 道路照明灯等を故意又は過失により損傷させた者がいた場合、

原因者は直ちに原型に復すか、又はこれに要する費用を市に賠償しなけ
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ればならない。 

（補足） 

第１４条 本基準に定めるもののほか、道路照明灯等設置及び管理に関し

必要な事項は、道路管理者が別に定める。 



 

 

 

第 1 号様式（第 5 条関係） 

道路照明灯設置要望書            
 

   年   月   日 

  越 谷 市 ⾧ 宛 
 

            代 表 者  自治会名                  

     会⾧氏名                  

     住  所                  

     電話番号                  
 

            連絡担当者  氏  名                  

     住  所                  

     電話番号                  
 
   下記のとおり、道路照明灯の設置を要望します。 
 

記 
 
場    所 別添案内図のとおり 

基    数      基 

電 柱 番 号 等        

要 望 理 由        

備    考  

（担当課記入欄） 

受付者  調査記録  

備 考  



 

 

 

第 2 号様式（第 5 条関係） 

道路照明灯の設置に対する承諾書 
 

 電柱番号        の電柱に道路照明灯を設置することについて承諾します。 

 

NO 住   所 氏  名 

１   

２   

３   

４   

５   

６   

７   

８   

９   

10   

 
 

  道路照明灯の設置に対する承諾書について、提出します。 

 

        年   月   日 

 

                       自治会⾧                

 

  越 谷 市 ⾧  宛 



 

 

 

第 3 号様式（第１１条関係） 

 

道路照明灯移設・撤去等許可申請書 

    年  月  日 

越谷市⾧ 宛 

住 所 越谷市〇〇丁目〇番〇号 

氏 名 〇〇 〇〇       

連絡先             

 

道路照明灯移設・撤去について、越谷市道路照明灯設置基準第１１条第２項に基づき

関係書類を添えて申請します。 

区  分 一時移設 ・ 一時撤去 ・ 永久移設 ・ 永久撤去（          ） 

理  由 
 

 

場  所 
路線名 市道〇〇〇〇〇号線 車道・歩道・その他 

場 所                      地 先 

対象道路照明灯 
管理番号 種  類 数  量 

   

時  期 〇〇年〇〇月〇〇日 ～ 〇〇年〇〇月〇〇日 

添付書類 
○1 案内図・位置図 ○2 平面図・縦断図 ○3 現場写真  

○4 その他（                  ） 

備  考  

「理由」欄には、移設・撤去等をする必要が生じた原因を明確かつ簡潔に記入する。 

「場所」欄には、路線名及び最寄りの住所を記入する。 

「道路照明灯」の欄には、照明灯の容量、ランプの種類、共架、独立などを記入する。 

「時期」については、一時的な場合は、その期間とし、永久の場合は、工期を記入する。 

２部提出のこと。



 

 

 

第 4 号様式（第１１条関係） 

越道総第〇〇〇号 

〇〇年○○月○○日 

〇〇 〇〇 様 

越谷市⾧    

 

道路照明灯移設・撤去等許可書 

 

〇〇年〇〇月〇〇日付けで申請のありました道路照明灯移設・撤去等について、越谷

市道路照明灯設置基準第１１条第３項に基づき、下記のとおり許可します。 

記 

照明灯番号  

場   所  

条   件 
 

備   考  

 

 

 

 



 

 

 

第 5 号様式（第１１条関係） 

 

道路照明灯移設・撤去等完了報告書 

    年  月  日 

越谷市⾧ 宛 

住 所 越谷市〇〇丁目〇番〇号 

氏 名 〇〇 〇〇       

連絡先             

 

〇〇年〇〇月〇〇日付けで申請のありました道路照明灯移設・撤去等について、完了

しましたので越谷市道路照明灯設置基準第１１条第４項に基づき、下記のとおり報告し

ます。 

記 

照明灯番号  

場   所  

添 付 書 類 
○1 案内図・位置図 ○2 平面図・縦断図 ○3 現場写真  

○4 その他（                  ） 

備   考  

１部提出のこと。 

 


